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税務署ニュース

確定申告に
自宅から

チャレンジ！
～確定申告書作成の流れ～
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税のミニ通信 円滑な相続のための
知っておきたい基礎知識

　相続が発生すると亡くなった人が有していた財産や債務を把握し、さらにこれらの
財産等について、遺言書がある場合を除き各相続人間で遺産分割協議を行い遺産分割
協議書の作成を行うことになります。
　ただし、遺言書があったとしても、法的には、受遺者である相続人が遺贈を事実上
放棄し、共同相続人間で遺産分割が行われたとみなされますので、相続税の課税関係
は、相続人全員で行われた遺産分割協議の内容によることとされています。
　したがって、遺言書に従わなかったからといって、相続税上問題になることはありま
せんのでご安心ください。
　次に、一般的な相続開始後の流れと相続税の申告手続きについて説明します。

被相続人の死亡（相続開始日）
 1． 死亡届の提出
  （死亡の事実を知った日から7日以内に死亡診断書を添付して市区町村長に提出しなければなりません。）
  ※ 通夜・葬儀費用・僧侶へのお布施等の領収書や請求書等の整理、保管。

  ※ 社葬のために通常要すると認められる金額は、法人の費用となります。

  ※ 死亡退職手当金や功労金、弔慰金の検討。

 2． 遺言書の有無の確認
  （遺言書があれば、家庭裁判所で検認を受け、開封します。ただし、公正証書遺言は除かれます。）
  ※ 次のものは、葬儀費用とはなりませんので注意をしてください。

   イ． 香典返戻費用
   ロ． 墓碑及び墓地の買入並びに墓地の借入金料
   ハ． 法要に要した費用（初七日、四十九日の費用）
 3． 相続の放棄又は限定承認
  （相続開始日後3か月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。）
 4． 相続人の確認
  （法務局に「法定相続情報証明制度」の手続きを行い、「法定相続情報一覧図の写し」の交付を受ける。）
 5． 所得税の準確定申告と納付
  （相続開始日後4か月以内に税務署に申告します。）
 6． 相続財産や債務の確認
 7． 相続財産や債務の評価。
  （国税庁で定める「財産評価基本通達」による具体的な評価を行う。）
 8． 遺産分割協議書の作成
 9． 相続税申告書の作成
 10． 相続税の申告と納付
  （相続開始日後、10か月以内に、被相続人の死亡した時の住所地の税務署に申告、納税します。）
 11． 相続財産の名義変更手続
  （不動産の相続登記や預貯金、有価証券等の名義書換えをします。）

　以上のような手続きを申告期限までに行うこととなり以外に短いものです。

東北税理士会郡山支部
税理士 鈴木文弘

人との貸借対照表が
良好な職場環境を創る

ジャーナリスト 海部隆太郎ジャーナリスト 海部隆太郎

　「宵越しの銭は持たない主義だから」と、粋なセリ
フで夜な夜なご馳走してくれた先輩たち。感謝の思
いを抱くも支払いがクレジットカードだと興ざめ。
「宵越しではないよな」と矛盾を感じつつ、それはそ
れとして、ありがたくご厚意に甘んじていた頃が
あった。先輩たちが負担した飲食代を借りとは思わ
なかったが、上手なお金の使い方、気風の良さが人
間性を高めることを十分に学んだと思う。自分も後
輩たちに同じことをしてきた。「これで、あの時の借
りを返せるのでは」という考えが心の中に自然に
宿っていったような気がする。
　生まれつきの性格もあるが、あらゆる物の貸し借
りが好きではなかった。ケチだからとは思わないよ
うにしているが、その傾向はあるのかもしれない。
この流れは社会人になっても続き、特に借金は大嫌
い。好きなことをして返済のために働いているよう
な人たちを見ると情けなさを感じたが、自らの住宅
ローンだけは避けられず、いつしか返済のために働
くような時期が結構長く続いた。今は完済し借金と
は無縁の生活をしている。
　ただ、知らないうちに借りを作ってきたことを知
る機会があり、無借金人生だと誇らしげにいた自分
を恥じることとなった。

　知人に薦められて読んだコピーライターの岩崎
俊一さんのエッセイ『大人の迷子たち』が気付きの

きっかけ。何となく抱いていた「人生は貸しと借りの
連続」だということを改めて知らされた。要旨は、人
は誕生から自立まで、誰かの世話になり成長する。
親だけでなく多様な人々からの「借り」が山積した
状態を経て就職し、ここが損益分岐点となり、少し
ずつ「借り」を作る機会が減っていく。自立した後は、
いかにして「貸し」を増やしていけるかが充実した
幸せな人生になるのではないか、ということ。
　会社も起業時は「借り」ばかり。資金面だけでなく
多くの援助を受けて成長したにも関わらず、それを
忘れて社会的な「貸し」を行わなければ、いずれは
膨れた「借り」で行き詰まってしまうのだと考える。
　職場でも同様な発想をすれば、パワハラは「貸し」
を消し、部下や周囲の社員を成長させるために苦心
する行動は「貸し」を増やす。こう思えば自己中心的
な考えは霧消するはずだ。すべての人が多くの人や
社会から受けた恩恵を貸借対照表としてとらえて
いけば、まだまだ「借り」が多いと思うのではないだ
ろうか。
　誰もが年をとる。高齢者になれば再び「借り」を
増やしてしまうのは間違いない。そのために「貸し」
を厚くしておかなければなるまい。職場で、特に
上司がこの仕組みに気が付けば、良好な職場環境
が醸し出されると思うのだが。
　借りたものは返すのが当然。金の話ではない。
人に対する思い、人に敬意をもって接する、援助
できる心の広さのことだ。

借りたものは返すのが当たり前
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田村支部 三春支部
　12月10日、三春支部会員
研修会を八文字屋で開催し
た。三春町の坂本浩之町長を
迎え、三春病院の今後のあり
方や空き家対策と街中の空
洞化対策等について、参加者
からの質問を中心にお答え
いただき、有意義な意見交換
会となった。
　また、12月12日、田村支部会員研修会を開宝花の湯で開催した。利き酒師・やきとりみよし（田村市常葉町）
の三浦真由美氏を講師に迎え、「唎酒師のお酒ばなし」と題し、新酒ができるまでの製造工程や日本酒の
賞味期限・保存方法のほか、日本酒のタイプ別の美味しい飲み方について分かりやすく解説した。
　研修後は参加者相互の一年の労をねぎらうと共に、情報交換や親睦を図った。

会員研修会 開催会員研修会 開催

田村支部研修会講師 三浦真由美氏

　12月15日、新設法人税務研修会を南東北総合卸セ
ンターで開催した。初めに法人会の役割と事業内容に
ついて説明し法人会への入会を呼びかけた。続いて、
郡山税務署担当官より、会社設立後の届出関係及び源
泉徴収のしかたや、税法の基礎的な事項等について解
説した。
　また、同日午後には、「11月～2月決算申告説明会」
を開催し、令和7年度税制改正による所得税の基礎控
除見直し等により変更となった事項やキャッシュレス
納付使用手順のほか、決算の留意点についてわかりや
すく解説した。また、法人会より配布した企業の税務コンプライアンスや経理の向上及び、税務調査で指摘を
受ける事項の減少や調査の対象から除かれることを期待するために作成した「自主点検チェックシート」（国
税庁後援）の使い方について説明し、利用を呼びかけた。
　なお、自主点検チェックシートは、法人会事務局、郡山税務署で配布しておりますので、是非、ご活用下さい。

決算申告説明会
新設法人税務研修会 開催
決算申告説明会
新設法人税務研修会 開催

決算申告説明会

　令和7年11月に本会役員を対象とした福井県視察研修会を実施
しました。
　越前カニ祭りでは地域イベントによる誘客の工夫を学び、気比神宮
や丸岡城では地域に根付く歴史・文化ついて理解を深めました。
　また、気比の松原、三方五湖や東尋坊では、自然環境を生かした
観光と保全の両立を実感し、福井県立恐竜博物館では全国的な集客
力を持つ施設運営の在り方に触れました。
　全行程、好天に恵まれ、今後の法人会活動や地域社会の発展を
考える上で、大いに参考となる有意義な研修となりました。

視察研修会を開催しました視察研修会を開催しました

三方五湖 天空のテラス

三春支部研修会講師 坂本浩之氏

青年部会
　12月16日、青年部会忘年会を開催し、40名の部会員が参加した。
会の冒頭では菅野部会長より挨拶があり、今年の取り組みや成果を
振り返るとともに、部会活動への感謝の言葉を述べた。ビンゴ大会
も行われ、終始笑顔と笑い声に包まれた忘年会であった。

忘年会開催忘年会開催

青年部会 忘年会

　いきなり心理学用語から始まって恐縮だが（なー
に、筆者も受け売り）、「認知バイアス」という言葉を
ご存じか？ 「認知バイアス」とは思い込みや先入観
で非合理な判断をしてしまうことらしい。「バイア
ス」は偏りとか偏見を意味する。
　ネクタイを作る際、生地を裁つのに「バイアス（斜
め）裁ち」という手法を用いる。締めた時のねじれを
防ぐためだ。
　閑話休題。人は自分に都合の良い話や「こうあっ
てほしい」という話題については、真偽を確かめる
ことなく信じてしまうことがある。フェイクニュース
やフェイク動画がＳＮＳを通じて巷（ちまた）に流れ
る。たいていはウソだということがわかる。冷静に見
ればだまされない。しかし、認知バイアスに付け込
んでそこに「悪意」が潜んでいると、事は重大だ。
　投資に詳しい著名人に似せた画像をＡＩで作成し、

「この人が言うのなら…」と、投資に興味のある人た
ちを騙して金銭的被害を与えたというニュースを
よく聞く。人の興味をもてあそぶだけに罪は深い。
ご用心ですぞ。
　エイプリルフールのウソは認知バイアスとは無縁
のものであってほしい。おおらかに笑えるもので
あってほしいなー。

ヒトの興味に付け込むなんて！ フリーランスライター 藤木 順平フリーランスライター 藤木 順平

　12月7日、郡山ビューホテル「ステラート」において、婚活イベント
「winter恋活」が開催され、独身男女24名（男性12名・女性12名）が
参加した。
　総合司会のお笑いコンビ「母心」の関あつし氏と青年部会員が、軽
快なトークで参加者の緊張をほぐし、イベントは和やかにスタートし
ました。冒頭、婚活講座が行われ、婚活への心構えや良縁をつかむた
めのポイントの講話がありました。その後、プロフィールカードを用
いた1対1の自己紹介タイムがあり、参加者は積極的に自己アピール
して親交を深めた。
　フリータイムでは飲食を楽しみ自由に移動し、2ショットでの会話やアトラクション「質問ゲーム」などで盛
り上がり、終始笑顔と笑い声の絶えない雰囲気となりました。
　最後のマッチングタイムでは、お互いの名前をカードに記入し合う形式でカップル成立を判定。今回は6
組のカップルが誕生し、イベントは成功裏に終わることができました。

「winter恋活」開催 ～6組がマッチング～

winter恋活
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　女性部会は、9月29日 ㈻吉野学園 認定こども園 わかば幼稚園、11月
12日 ㈻三春学園 認定こども園 三春幼保園、12月11日 ㈻郡山私幼協
学園 みらい幼稚園で年長児を対象とした「けんたくんのワンワンお作法
教室」を開催。
　まずは、茶室にはいる前のゆっくり歩く歩き方の練習。講師の阿部尋子
先生の後ろに続き「そろーり、そろり」と、ワクワクする気持ちを押さ
えながら、また普段とは違う様子に緊張しながらも、心を落ち着かせて
からのお作法の体験。
　靴をそろえてぬぎ、お行儀よく座って、ご挨拶の練習。挨拶が上手にでき
たところでお待ちかねのお菓子、季節にあった形（もみじ、ゆきだるま等）
をした和三盆をいただき、「あまーい！」「食べるのもったない！」、初めての抹茶
の味に「にがーい！ ムリ！」「おいしい！」「もっと飲みたい！」と、いろいろな歓声が飛び
交った。
　グループで順番にお茶をたてて、阿部先生に飲んでもらい“けっこうです”の一言
が聞けたら合格。ドキドキしながら待ち、先生の「けっこうです！」に大喜び。
　自分がいただく前に次の方へ「お先に」「どうぞ」とあいさつをする「思いやりの心」、
「譲り合いの心」、お茶をたててくれた方に持つ「感謝の心」の大切さを伝えられた
良い機会となったようだった。 （けんたくんとは…法人会のイメージキャラクター犬）

けんたくんのワンワンお作法教室

お作法教室

新規会員
募集中 会員増強キャンペーン実施中！会員増強キャンペーン実施中！

令和９年１０月２０日 ビッグパレットふくしまで法人会全国大会 開催決定！！
法人会は、企業経営の向上と地域社会の発展を目指し、

研修・交流・社会貢献活動を行ってます。
全国法人会福島大会の成功に向け、

現在、会員増強キャンペーンを実施しています。
この機会に、ぜひ法人会へご入会ください。
皆さまのご参加が、福島の未来につながります。 組織委員長 廣川 寛

皆様のご紹介
お待ちして
おります。― お問合わせ先 ―

郡山法人会事務局
☎024－933－7777
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